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津市電子 自治体構築計画の概要

総務部 情報企画課

1計 画策 定 の趣 旨

行 政 にお いて、 よ り効率 的で利 便性 の高い行政 サー ビスの実現 を図 るため

には、段階 的かつ体系 的に電子行 政 を進 め る ことが必 要 であ り、そ の具体的

なア クシ ョン ・プ ランと して この計画 を策定す る ものです。

2計 画の性格

「新市まちづくり計画」に基づ く電子 自治体の取 り組みをこの計画に沿っ

て具現化す ることで、行財政改革に資す る行政運営の効率化を早期に実現 し

ようとするものです。

3計 画の骨子

(1)基 本理念

合併後 、県 内一 の広 さを有す るこ ととな った本市 において、行 政の簡素 ・

効 率化 と住 民の視点 に立 った行政サー ビスの利便性 かつ 質的向上 を同時 に

実現す るため、次の基本理念 の もとに、電子 自治 体の構築 を進 めます。

「ITを 最 大限 に活用 し、地域の持 つ制約 を克 服 しつつ 、住 民 サー ビス

の一層 の向上 と行政運 営の効率化 が図れ る安全 ・安心 な電子 自治体 」

(2)計 画期 間 、

IT分 野 にお ける技術 革新が顕著 で あ るこ とを勘案 し、平成18年 度か

ら平成20年 度 までの3年 間 とします。

(3)基 本方針

住民 の視 点 に立 ち、単に、 これ までの事務 手続 き等 をIT化 す るだ けで

な く、「住 民 に とって よ り便利 な行政 サー ビスは何 か」を第一義 として、併

せ て県や他 市町 との共 同化等、少 ない コス トで幅広 い行 政サー ビス を提供

で きるIT環 境 の整備 と的確 な情報セ キュ リテ ィ対策 を講 じる こ とに配意

し、以下 の基本 方針 によ り、電子 自治体 の構 築に努 めます。

ア 住民 に便利 な行政サー ビスの実現

住民本位 の視 点か ら、ITを 使 った行 政サー ビス を充実 させ るこ とに

よ り、住 民満 足度 の向上 を図 ります。

イ 効率 的な行 政事務 の実現

一連 の業務 や システ ムの改革 と統合
、職 員 の意識 改革等 を適 宜行 うこ と

に よって、簡素 で効率 的な行政運営 の実現 に努 めてい きます。

ウ 情報 の安全 な保護 の実現

個人情 報の適切 な処理 につい て、 引き続 き、職員 への教育や 運用管理



の周知徹底 を図 る とともに、セ キ ュ リテ ィポ リシー に基づ く安全 な情 報

環境 を整 える ことで 、住 民 に対す る信頼 あ る行 政 の実 現 に努 めて い きま

す。

(4)具 体 的 な構築施策

電子 自治体 の構 築 に向け、計画 期 間内に具体化 しよ うとす る構 築施 策 は)

以 下 に掲 げ る4シ ステ ムの導入 とセ キ ュ リテ ィ対策 とな ります。 なお 、各

施 策 の概 略スケ ジュール は、計画(案)22頁 に明示 してお ります。

ア 電子 申請 システ ム

住 民 が必要 とす る行政 手続や利 用 可能 なサー ビス を、イ ンターネ ッ ト

を通 じてパ ソコンや携 帯電話等 か ら容 易 に電子 的に 申請 で きる よ う電子

申請 システム を構築 してい きます。

イGIS(地 理 情報 システム)

共有 デ ジタル地 図を共同化事 業で作成 し、それ を基図 と して航空写真 、

住宅 地 図及び現在 保有 してい る基本的 な地図情報 を共有 で きるGISを

段 階的 に構築 してい きます。

ウ 統合型文書 管理 システ ム

電子決裁 が可能 で、かつ 内部 事務 の効率化 が図れ る業務 等 を選別 し、

一部 の内部事務 の電子 化 を図っ てい くとともに、他 の システ ム との連携

可能 な業務 につ いて は可能 な限 り段階的 に導 入 ・拡大 を図 るこ とで 、統

合型 文書管理 システム を段階 的に構築 してい きます。

工 電子入札 システ ム

三重県 が進 める県内市町 との共 同運用 を検討 ・協議 し、仕様及 び運用

方 法等 を決 定 しなが ら、入札事 務 の効 率化 を実現す る電 子入札 システ ム

の構築 を 目指 します。

オ セ キ ュ リテ ィ対策

情報 セ キュ リテ ィにつ いて 、情報化推進員 か ら段 階的 に全職 員へ の研

修 を行 う等 、職員 へ の周知 徹底 を図 り、職員 のモ ラル 及び知識 向上 に努

めてい きます。

(5)計 画推 進 に向けた取 り組み

計画 を着 実に推進 す るた め、以 下の4項 目について重点 的 に取 り組 みま

す 。

ア 職員 の意識 改革

イ 住 民へのPRと 周 知

ウ 情報 システ ムの開発 ・運用 体制 の整備

工 推進 体制 の整備(最 高情報統括 責任者等 の設置 、(仮 称)電 子 自治体推

進会議 の設置 、IT専 門人材 の育成 ・確保)


